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条
例
の
改
正

　
　
　
　２
件

▽
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　﹇原
案
可
決
﹈

　市
街
化
調
整
区
域
の
う
ち
開
発

区
域
に
所
在
す
る
土
地
及
び
家
屋

の
所
有
者
に
対
し
都
市
計
画
税
を

賦
課
す
る
も
の
。

▽
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
の
支
給

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　﹇
原
案
可
決
﹈

　児
童
扶
養
手
当
法
等
の
改
正
に

伴
い
、
本
条
例
中
の
支
給
対
象
者

に
関
連
す
る
条
項
の
見
直
し
を
行

な
う
も
の
。

条
例
の
廃
止

　
　
　
　１
件

▽
次
世
代
育
成
支
援
対
策
春
日
市
後

期
行
動
計
画
策
定
協
議
会
設
置
条

例
を
廃
止
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

　
　
　
　
　
　﹇
原
案
可
決]

　次
世
代
育
成
支
援
対
策
後
期
行

動
計
画
の
策
定
に
伴
い
、
同
計
画

の
策
定
協
議
会
を
廃
止
す
る
も
の
。

補
正
予
算

　
　
　
　
　６
件

▽
平
成
二
十
二
年
度
一
般
会
計
（
第

二
号
）

　
　
　
　
　﹇
原
案
可
決
﹈

﹇
増
額
﹈

　
　七
億
四
、
〇
三
〇
万
九
千
円

﹇
総
額
﹈

二
八
三
億
七
、
二
一
〇
万
六
千
円

▽
平
成
二
十
二
年
度
国
民
健
康
保
険

事
業
特
別
会
計（
第
一
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　﹇
原
案
可
決
﹈

﹇
増
額
﹈

　五
、
八
六
二
万
八
千
円

﹇
総
額
﹈

　九
六
億
四
、
〇
五
五
万
二
千
円

▽
平
成
二
十
二
年
度
老
人
保
健
医
療

事
業
特
別
会
計（
第
一
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　﹇
原
案
可
決
﹈

﹇
増
額
﹈

　
　
　
　一
三
万
八
千
円

﹇
総
額
﹈

　一
、
〇
四
一
万
三
千
円

▽
平
成
二
十
二
年
度
後
期
高
齢
者
医

療
事
業
特
別
会
計（
第
一
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　﹇
原
案
可
決
﹈

﹇
減
額
﹈

　五
、
六
八
四
万
七
千
円

﹇
総
額
﹈

　
　九
億
六
、
二
八
八
万
一
千
円

▽
平
成
二
十
二
年
度
介
護
保
険
事
業

特
別
会
計（
第
一
号
）﹇
原
案
可
決
﹈

﹇
増
額
﹈

　五
、
〇
七
四
万
四
千
円

﹇
総
額
﹈

　四
五
億
七
、
七
八
〇
万
八
千
円

▽
平
成
二
十
二
年
度
下
水
道
事
業
会

計（
第
一
号
）

　
　
　﹇
原
案
可
決
﹈

収
益
的
収
入

﹇
増
額
﹈

　二
、
一
六
七
万
二
千
円

﹇
総
額
﹈

　二
一
億
一
、
四
七
八
万
二
千
円

収
益
的
支
出

﹇
増
額
﹈

　一
、
一
七
八
万
三
千
円

﹇
総
額
﹈

　一
九
億
七
二
万
五
千
円

決
算
認
定

　
　
　
　
　８
件

▽
平
成
二
十
一
年
度
一
般
会
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　﹇
継
続
審
査
﹈

▽
平
成
二
十
一
年
度
国
民
健
康
保
険

事
業
特
別
会
計

　
　﹇
継
続
審
査
﹈

▽
平
成
二
十
一
年
度
老
人
保
健
医
療

事
業
特
別
会
計

　
　﹇
継
続
審
査
﹈

▽
平
成
二
十
一
年
度
後
期
高
齢
者
医

療
事
業
特
別
会
計

　﹇
継
続
審
査
﹈

▽
平
成
二
十
一
年
度
介
護
保
険
事
業

特
別
会
計

　
　
　
　﹇継
続
審
査
﹈

▽
平
成
二
十
一
年
度
筑
紫
地
区
介
護

認
定
審
査
会
事
業
特
別
会
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　﹇
継
続
審
査
﹈

▽
平
成
二
十
一
年
度
土
地
取
得
事
業

特
別
会
計

　
　
　
　﹇
継
続
審
査
﹈

▽
平
成
二
十
一
年
度
下
水
道
事
業
会

計

　
　
　
　
　
　
　﹇
継
続
審
査
﹈

議
員
提
出
議
案

　
　
　１
件

▽
決
算
審
査
特
別
委
員
会
の
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　﹇
原
案
可
決
﹈

　決
算
を
よ
り
深
く
具
体
的
に
審

査
し
、
将
来
の
財
政
運
営
の
健
全

な
発
展
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
本

市
議
会
で
は
、
九
月
定
例
会
に
お

い
て
、
一
般
会
計
の
決
算
を
審
査

す
る
た
め
の
特
別
委
員
会
を
設
置

し
ま
し
た
。

　特
別
委
員
会
の
構
成
は
次
の
と

お
り
で
す
。（
委
員
は
議
席
番
号
順
）

《
委
員
長
》

　五
藤

　源
寿

《
副
委
員
長
》

　吉
村

　敦
子

《
委

　
　員
》

　坂
本

　靖
男

《
委

　
　員
》

　長
能

　文
代

《
委

　
　員
》

　與
國

　
　洋

《
委

　
　員
》

　野
口

　明
美

《
委

　
　員
》

　藤
井

　俊
雄

《
委

　
　員
》

　金
堂

　清
之

平
成
二
十
二
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　十
五
議
案
を
原
案
ど
お
り
可
決

　平
成
二
十
二
年
第
三
回
（
九
月
）
定
例
会
は
九
月
一
日
に
招
集
さ
れ
、
九
月
十
六
日
ま
で
の
十
六
日

間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　本
定
例
会
で
は
、七
億
四
、〇
三
〇
万
九
千
円
を
増
額
す
る
平
成
二
十
二
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
議

案
な
ど
、
二
十
三
議
案
が
提
出
さ
れ
、
決
算
認
定
議
案
の
八
件
と
、
受
理
し
た
請
願
一
件
は
継
続
審
査
と

な
り
、ほ
か
の
議
案
十
四
件
と
、議
員
提
出
の
議
案
一
件
は
す
べ
て
原
案
ど
お
り
可
決（
承
認
）し
ま
し
た
。

　ま
た
、
議
員
提
出
の
意
見
書
二
件
に
つ
い
て
は
原
案
ど
お
り
可
決
し
、
本
市
議
会
か
ら
の
意
見
書
と

し
て
政
府
関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

　な
お
、
陳
情
・
要
望
三
件
は
所
管
の
常
任
委
員
会
に
送
付
し
ま
し
た
。
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そ
の
他
の
案
件

　
　
　３
件

▽
市
の
境
界
変
更
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　﹇
原
案
可
決
﹈

　（
仮
称
）春
日
フ
ォ
レ
ス
ト
シ
テ
ィ

の
開
発
に
伴
う
春
日
市
と
大
野
城

市
の
境
界
変
更
に
つ
い
て
、
県
知

事
に
申
請
す
る
も
の
。

▽
市
の
境
界
変
更
に
伴
う
財
産
処
分

に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　﹇
原
案
可
決
﹈

　（
仮
称
）春
日
フ
ォ
レ
ス
ト
シ
テ
ィ

の
開
発
に
伴
う
春
日
市
と
大
野
城

市
の
境
界
変
更
に
伴
い
、
財
産
の

処
分
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
も
の
。

▽
春
日
大
野
城
衛
生
施
設
組
合
規
約

の
変
更
に
つ
い
て

　﹇
原
案
可
決
﹈

　春
日
市
と
大
野
城
市
の
経
常
経

費
の
負
担
割
合
を
人
口
割
五
割
、

ご
み
の
搬
入
割
五
割
と
す
る
も
の
。

報
告
案
件

　
　
　
　
　２
件

▽
専
決
処
分
（
街
路
樹
の
枝
の
落
下

に
よ
る
自
動
車
損
傷
事
故
に
伴
う

損
害
賠
償
の
額
の
決
定
に
つ
い
て
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　﹇承
認
﹈

▽
専
決
処
分
（
災
害
応
急
対
策
業
務

に
従
事
し
た
職
員
に
よ
る
自
動
車

損
傷
事
故
に
伴
う
損
害
賠
償
の
額

の
決
定
に
つ
い
て
）

　
　﹇
承
認
﹈

　い
ず
れ
も
自
動
車
の
損
傷
事
故

に
伴
う
損
害
賠
償
の
額
を
決
定
し
、

緊
急
に
和
解
契
約
を
締
結
す
る
必

要
が
生
じ
た
が
、
市
議
会
を
招
集

す
る
時
間
的
余
裕
が
な
か
っ
た
た

め
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り

専
決
処
分
し
、
市
議
会
の
承
認
を

求
め
る
も
の
。

報
告
事
項

　
　
　
　
　３
件

▽
平
成
二
十
一
年
度
春
日
市
健
全
化

判
断
比
率
に
つ
い
て

　
　﹇受
理
﹈

　平
成
二
十
一
年
度
健
全
化
判
断

比
率
を
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政

の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定

に
よ
り
、
監
査
委
員
の
意
見
を
付

け
て
市
議
会
に
報
告
す
る
も
の
。

▽
平
成
二
十
一
年
度
春
日
市
資
金
不

足
比
率
に
つ
い
て

　
　
　﹇
受
理
﹈

　平
成
二
十
一
年
度
資
金
不
足
比

率
を
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の

健
全
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

よ
り
、
監
査
委
員
の
意
見
を
付
け

て
市
議
会
に
報
告
す
る
も
の
。

▽
平
成
二
十
一
年
度
教
育
委
員
会
の

権
限
に
属
す
る
事
務
の
管
理
及
び

執
行
の
状
況
に
係
る
点
検
及
び
評

価
に
つ
い
て

　
　
　
　
　﹇
受
理
﹈

　教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る

事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
に

係
る
点
検
及
び
評
価
に
つ
い
て
、

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
、

市
議
会
に
報
告
す
る
も
の
。

意
見
書

　
　
　
　
　
　２
件

　市
議
会
は
、
議
員
が
提
出
し
た

次
の
意
見
書
を
可
決
し
ま
し
た
。

可
決
し
た
意
見
書
は
、
政
府
関
係

機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

▽
少
人
数
学
級
化
に
伴
う
財
源
の
確

保
を
求
め
る
意
見
書﹇
原
案
可
決
﹈

　学
級
編
制
の
標
準
の
見
直
し
及

び
教
職
員
定
数
の
改
善
等
を
実
施

す
る
こ
と
で
、少
人
数
学
級
化
に
伴

う
財
源
の
確
保
を
要
望
す
る
も
の
。

▽
子
宮
頸
が
ん
の
予
防
措
置
実
施
の

推
進
を
求
め
る
意
見
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　﹇
原
案
可
決
﹈

　子
宮
頸
が
ん
の
予
防
措
置
に
つ

い
て
国
が
主
体
的
に
取
り
組
む
よ

う
要
望
す
る
も
の
。

請

　願

　
　
　
　
　
　１
件

▽
知
的
障
害
者
入
所
施
設
の
利
用
者

が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
制

度
充
実
を
求
め
る
意
見
書
提
出
に

つ
い
て
の
請
願

　
　﹇
継
続
審
査
﹈

　国
に
対
す
る
意
見
書
提
出
に
つ

い
て
採
択
を
求
め
ら
れ
た
も
の
。

陳
情
・
要
望
等

　
　
　３
件

　市
議
会
は
、
次
の
陳
情
・
要
望

を
所
管
の
常
任
委
員
会
に
送
付
し

ま
し
た
。

▽
安
全
・
安
心
な
国
民
生
活
実
現
の

た
め
、
防
災
・
生
活
関
連
予
算
の

拡
充
と
国
土
交
通
省
の
出
先
機
関

の
存
続
を
求
め
る
陳
情
に
つ
い
て

　
　
　﹇
総
務
文
教
委
員
会
へ
送
付
﹈

▽
新
農
地
制
度
の
施
行
に
伴
う
農
業

委
員
会
の
体
制
整
備
・
強
化
等
に

つ
い
て

　
　
　﹇
地
域
建
設
委
員
会
へ
送
付
﹈

▽
非
核
三
原
則
の
法
制
化
を
求
め
る

議
会
決
議
・
意
見
書
採
択
に
つ
い

て

　﹇
総
務
文
教
委
員
会
へ
送
付
﹈

　一
日 

本
会
議（
議
案
の
上
程
、

　
　

 

　
　
　
　

  

提
案
理
由
の
説
明
）

　
　
　

 

議
案
の
考
案

　二
日 

議
案
の
考
案

　三
日 

本
会
議（
議
案
質
疑
、

　
　

 

　
　
　
　
　
　

  

委
員
会
付
託
）

　
　
　

 

決
算
審
査
特
別
委
員
会

　
　
　

 

議
会
運
営
委
員
会

　四
日 

休
会（
閉
庁
）

　五
日 

休
会（
閉
庁
）

　六
日 

各
常
任
委
員
会（
議
案
審
査
）

　七
日 

各
常
任
委
員
会（
議
案
審
査
）

　
　
　

 

議
会
報
編
集
特
別
委
員
会

　八
日 

各
常
任
委
員
会（
議
案
審
査
）

　九
日 

休
会

　十
日 

本
会
議（
一
般
質
問
）

十
一
日 

休
会（
閉
庁
）

十
二
日 

休
会（
閉
庁
）

十
三
日 

本
会
議（
一
般
質
問
）

十
四
日 

決
算
審
査
特
別
委
員
会

　
　
　

 

各
常
任
委
員
会（
議
案
採
決
）

十
五
日 

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　

 

各
常
任
委
員
会（
閉
会
中
の

　
　

 

　
　
　

  

調
査
事
件
の
調
整
等
）

十
六
日 

本
会
議（
委
員
長
報
告
、

　
　

 

　
　
　
　

  

質
疑
、討
論
、採
決
）

九
月
定
例
会 

会
期
日
程


